
 

法人会は「よき経営者をめざすものの団体」 
  

法人会入会のおすすめ 

  
法人会は、会員企業の健全な発展を図りつつ、広く税務知識を普及させ申告納税制度 

に寄与することを目的として事業活動を行っている団体で、国の認可を受けて設立され 

た公益法人です。また、会員の方々のため正しい税知識の普及や税制に対する要望・意 

見の具申、研修会、講演会、機関紙の発行、優良経理担当職員の表彰等の事業を行って 

おります。 

法人会を企業経営の交流、親睦の場として活用していただくという意味から、当会の 

主旨にご賛同いただき、当会会員としてご加入下さるようお願い申し上げます。 

 

 

☆法人会組織図 

(公財）全国法人会総連合 

  

(一社）新潟県法人会連合会 
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青年部会・女性部会 

   

総務委員会・組織委員会・税制委員会 

広報委員会・厚生委員会 

 

 

☆入会の主なメリット 

◇ 税や経営などに関する研修会・講習会に参加できます。 

◇ 一流講師を招いた講演会などに参加できます。 

◇ 法人会活動を通じて、地域社会に貢献することができます。 

◇ 多くの経営者との交流ができ、会員相互の親睦が深まります。 

◇ 経営者大型総合保障制度・がん保険・個人年金制度・個人向け終身保障制度 

     に加入できます。 

 

 

 

☆会員になるには 

下記入会申込書に記入し、商工会議所内の法人会事務局にお届け下さい。 

入会金は不要です。会費は下記のとおりです。 

 

資 本 金 区 分 年会費 

 500 万円以下 3,000 円 

500 万円超 ～ 1,000 万円以下 5,000 円 

1,000 万円超 ～ 3,000 万円以下 7,000 円 

3,000 万円超 ～ 5,000 万円以下 10,000 円 

5,000 万円超 ～  15,000 円 

① 会費は、毎年 4月 1日現在の資本金を基準として、年 1回の納入とし

ます。また、納入時期は毎年 6月 30日とします。 

② 10月以降加入した会員は、初年度に限り会費はその半額とします。 

③ 公益法人、社会福祉法人、学校法人及びＮＰＯ法人など資本金の無い

法人は 3,000円とする。 

④ 支店、営業所、子会社は、上記の表に拘らず 2,000円とします。 

⑤ 賛助会員は、2,000円とする。 

 
キ リ ト リ 線 

 

  

 

法 人 会 入 会 申 込 書 
平成  年  月  日 

   下記のとおり入会申込みいたします。 

フリガナ  

会 社 名  

会社所在地 
〒  － 
 

 

行政区  

フリガナ  

関与税理士  
代表者名 ㊞ 

業 種  電 話 番 号 (     )     －     

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

（必須） 
 ＦＡＸ番号 (     )     －     

資 本 金 万円 決算月 月 摘要  

文書送付先 
〒  －           （送付先が所在地と違う場合にご記入ください） 

 


